
【審議事項】 西元町一丁目公園整備について

資料５

◆公園整備事業の経緯◆

国分寺市教育委員会が進めている国史跡武蔵国分寺跡の史跡整備事業は、
令和元年度に検討した伽藍中枢部周辺地区基本設計に基づき、令和４年度
以降は南門地区の整備工事を進める予定です（～令和７年度完成予定）。

そうしたなかで、国史跡の指定範囲と大部分で重複指定されている都市
計画緑地「国分寺緑地」でも、緑地整備を進めていくこととなりました。
その対象地は、国分寺崖線上の薬師堂北側にある約1,000㎡の市有地です。

当該箇所は、大正11年に国史跡として指定を受けた場所で、指定当時は
国分寺所有地でしたが、後に市が公有化し、昭和40年代の初め頃に国分寺
保育園が設置されました。

『史跡保存管理計画』では、史跡の本質的価値から外れる保育園施設は、
将来的に史跡地外への移転が望ましいとされ、平成29年に保育園機能を終
えた建物を除却し、その後、何も活用されない状況が続いていました。



また、当該地は『史跡武蔵国分寺〔僧寺地区〕新整備基本計画』上では、
「北方地区」とゾーニング区分された範囲に含まれ、将来的な整備姿は、
周辺緑地に見合った環境整備を施す、と位置付けています。

そのうえで、
①令和４年は武蔵国分寺跡が国史跡指定100周年の記念年を迎えること
②当該地は100年前に国指定を受けた場所であること
③当該地は国分寺市の市有地であること
④当該地は塩漬けの状態で、何も活用が図られていない現状があること
⑤隣接して市立第四小学校があること
⑥当該地は長らく地域の子どもたちが集っていたレガシーがあること

などから、当該地に史跡と緑地がマッチした公園整備を目指したい、と市
では考えています。

一方、当該地を古代武蔵国分寺の遺跡マターで見た場合に、この一帯は
武蔵国分寺を支えた庶民たちが暮らした奈良～平安時代の竪穴住居が多数
分布している地域に該当します。
付近には、昭和36年に市でははじめての指定文化財となった「土師竪穴

住居址」が保存されています。



整備対象地は北～東を都立公園、西～南を国分寺薬師堂に接し、接道はしていません









市指定重要史跡「土師竪穴住居跡」

国分寺公園(国分寺様御提供用地内)

縄文土器の研究で名高い甲野勇が、
昭和31年に発掘調査を行った。甲野
は、平成20年まで国分寺境内にあっ
た文化財保存館の設立に尽力した。







8/17に整備設計素案を御呈示いたしますので、
御審議のほどよろしくお願いいたします。


